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未
申
請
の
方
へ
申
請
書
を
送
付

未
申
請
の
方
へ
申
請
書
を
送
付

低 所 得 の
高齢者向け

申 請 期 限
7/15（金）

6/14（火）
発　送

介
護
保
険
料
が
決
定

65
歳
以
上
の
方
に
通
知
書
を
送
付

住
民
税
の
税
額
が
決
定

住
民
税
の
税
額
が
決
定

住
民
税
の
税
額
が
決
定

納
税
通
知
書
を
６
月
13
日（
月
）発
送

6
月
13
日
（
月
）
か
ら
発
行

平
成
平
成
2828
年
度
の
各
種
税
証
明

年
度
の
各
種
税
証
明

平
成
平
成
2828
年
度
の
各
種
税
証
明

年
度
の
各
種
税
証
明

平
成
28
年
度
の
各
種
税
証
明

一
億
総
活
躍
社
会
の
実
現
に
向
け

て
、
賃
金
引
上
げ
の
恩
恵
が
及
び
に

く
い
低
所
得
の
高
齢
者
等
を
支
援
す

る
た
め
、「
年
金
生
活
者
等
支
援
臨

時
福
祉
給
付
金
（
低
所
得
の
高
齢
者

向
け
）」を
対
象
と
な
る
方
に
支
給
し

て
い
ま
す
。

す
で
に
対
象
と
な
る
可
能
性
の
あ

る
方
へ
申
請
書
を
送
付
し
ま
し
た
が
、

5
月
20
日
時
点
で
申
請
書
の
到
着
が

確
認
で
き
て
い
な
い
方
に
、
6
月
7

日
（
火
）
か
ら
申
請
書
を
再
度
送
付

し
ま
す
※
申
請
書
を
提
出
さ
れ
た
方

に
も
行
き
違
い
で
届
く
場
合
が
あ
り

ま
す
。

給
付
金
の
支
給
は
お
1
人
1
回
の

み
で
す
。
ま
た
、
申
請
書
が
届
い
て

も
対
象
外
と
な
る
場
合
や
、
課
税
状

況
等
に
よ
り
申
請
書
が
届
か
な
い
可

能
性
が
あ
り
ま
す
。
ご
不
明
な
点
は
、

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
へ
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

﹇
申
請
期
限
﹈

7
月
15
日
（
金
）
消
印
有
効

※
期
限
ま
で
に
提
出
さ
れ
な
い
場
合

は
、
給
付
金
の
支
給
は
で
き
ま
せ
ん
。

※
申
請
か
ら
給
付
金
の
振
込
み
ま
で

に
1
〜
2
か
月
ほ
ど
か
か
り
ま
す
。

不
審
な
電
話
や
メ
ー
ル
に

ご
注
意
を

不
審
な
電
話
や
メ
ー
ル
を
受
け
た

と
の
声
が
区
内
で
寄
せ
ら
れ
て
い
ま

す
。
区
が
皆
さ
ん
に
次
の
よ
う
な
お

願
い
を
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

○
銀
行
・
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

な
ど
の
Ａ
Ｔ
Ｍ
（
現
金
自
動
預
払

機
）
操
作
を
お
願
い
す
る

○
Ａ
Ｔ
Ｍ
を
自
分
で
操
作
し
て
、
給

付
金
を
振
り
込
ん
で
も
ら
う

○
メ
ー
ル
で
の
手
続
き
や
手
数
料
な

ど
の
振
込
み
を
お
願
い
す
る

区
職
員
や
厚
生
労
働
省
等
の
職
員

を
名
乗
っ
て
、
自
宅
へ
の
訪
問
や
不

審
な
電
話
が
か
か
っ
て
き
た
場
合
は
、

迷
わ
ず
最
寄
り
の
警
察
署
、
ま
た
は

警
察
相
談
電
話
（
＃
9
1
1
0
）
に

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

相
談
窓
口
を
設
置

区
役
所
8
階
に
相
談
窓
口
を
開
設

し
て
い
ま
す
。
な
お
、
申
請
終
了
間

際
は
、
混
雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

﹇
受
付
時
間
﹈月
〜
金
曜
の
午
前
9
時

〜
午
後
5
時
（
祝
日
を
除
く
）

※
な
る
べ
く
公
共
交
通
機
関
の
ご
利

用
を
お
願
い
し
ま
す
。

平
成
28
年
度
の
特
別
区
民
税
・
都

民
税
の
課
税
・
非
課
税
・
納
税
証
明

書
は
、
6
月
13
日
（
月
）
か
ら
区
民

課
総
合
窓
口
（
区
役
所
2
階
4
番
）、

各
出
張
所
・
豊
洲
特
別
出
張
所
で
取

り
扱
い
ま
す
。
証
明
書
自
動
交
付
機

で
は
、
課
税
・
非
課
税
（
平
成
28
年

度
の
み
）
証
明
書
を
取
り
扱
い
ま
す
。

税
証
明
の
交
付
申
請
を
さ
れ
る
方

は
、
本
人
を
確
認
で
き
る
身
分
証
明

書
な
ど
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

な
お
、
交
付
申
請
を
代
理
の
方
が

行
う
場
合
は
、
依
頼
人
自
筆
の
委
任

状
（
押
印
の
こ
と
）
と
代
理
人
の
身

分
を
証
明
す
る
も
の
が
必
要
で
す
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
都
営
住
宅
居
住
者
の
収
入

報
告
の
た
め
の
提
出
資
料
と
し
て
、

課
税
証
明
書
の
代
わ
り
に
、
税
額
決

定
通
知
書
（
本
書
に
限
る
）
を
ご
利

用
に
な
れ
ま
す
。

問
課
税
課
課
税
第
二
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委任状の記載例

▲区がお送りする申請書が入った封筒

平
成
28
年
度
の
年
間
保
険
料
額
が
、

6
月
に
確
定
す
る
住
民
税
の
合
計
所

得
金
額
に
基
づ
き
決
定
し
ま
す
。

6
月
14
日
（
火
）
に
「
介
護
保
険

料
額
決
定
通
知
書
」
を
、
65
歳
以
上

の
方
全
員
に
送
付
し
ま
す
。

詳
細
は
、
同
封
す
る
「
介
護
保
険

だ
よ
り
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

保
険
料
の
納
付
方
法

特
別
徴
収
と
普
通
徴
収
の
2
つ
の

方
法
が
あ
り
ま
す
。

﹇
特
別
徴
収
﹈

老
齢
・
退
職
年
金
、
障
害
年
金
お

よ
び
遺
族
年
金
を
年
額
18
万
円
以
上

受
給
し
て
い
る
方
は
、
保
険
料
を
年

金
か
ら
の
差
し
引
き
で
納
め
て
い
た

だ
き
ま
す
。

た
だ
し
、
65
歳
に
な
ら
れ
た
ば
か

り
の
方
、
他
の
市
区
町
村
か
ら
江
東

区
へ
転
入
さ
れ
た
方
等
は
、
し
ば
ら

く
の
間
、
普
通
徴
収
で
納
め
て
い
た

だ
き
ま
す
。

※
特
別
徴
収
対
象
者
は
、
ご
本
人
の

希
望
に
よ
る
納
付
方
法
の
変
更
は
で

き
ま
せ
ん
。

﹇
普
通
徴
収
﹈

特
別
徴
収
対
象
者
以
外
の
方
は
、

納
付
書
や
口
座
振
替
等
に
よ
る
納
付

と
な
り
ま
す
。

1
年
間
分
（
6
月
分
〜
翌
年
3
月

分
ま
で
）
の
納
付
書
を
ま
と
め
て
お

送
り
し
ま
す
の
で
、各
月
の
末
日（
末

日
が
金
融
機
関
の
休
業
日
の
場
合
は

翌
営
業
日
）
ま
で
に
お
支
払
い
く
だ

さ
い
。

未
納
の
保
険
料
が
あ
る
方
は

ご
相
談
を

介
護
保
険
は
、
介
護
を
社
会
全
体

で
支
え
る
制
度
で
す
。
保
険
料
を
納

め
な
い
で
い
る
と
、
滞
納
期
間
に
応

じ
て
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る

際
に
利
用
者
負
担
を
3
割
に
引
き
上

げ
た
り
、
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
を

支
給
し
な
い
な
ど
の
措
置
を
と
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。
納
付
が
困
難
な
場

合
は
、
分
割
納
付
等
の
方
法
が
あ
り

ま
す
の
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

な
お
、
徴
収
嘱
託
員
が
保
険
料
未

納
世
帯
を
直
接
訪
問
す
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。
徴
収
嘱
託
員
は
江
東
区
の

発
行
す
る
身
分
証
明
書
を
必
ず
携
帯

し
て
い
ま
す
。

病
気
療
養
中
等
で
外
出
が
困
難
な

方
に
は
、
ご
自
宅
ま
で
徴
収
に
伺
い

ま
す
の
で
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
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介
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問い合わせ先（いずれも通話料がかかります）

［江東区臨時福祉給付金コールセンター］
☎0570-06-9292
※IP 電話等でつながらない場合は☎6832-7732
（月～金曜の9：00～17：15（祝日を除く））
［厚生労働省の相談窓口（専用ダイヤル）］
☎0570-037-192
※IP 電話等でつながらない場合は☎6627-1290
（9：00～18：00※8/1（月）以降は平日のみ）

平
成
28
年
度
住
民
税
（
特
別
区
民

税
・
都
民
税
）
が
課
税
さ
れ
る
方
に
、

税
額
決
定
の
通
知
書
を
6
月
13
日

（
月
）
に
発
送
し
ま
す
。

﹇
納
期
﹈

6
月
30
日（
木
）（
第
一
期
）、
8
月

31
日
（
水
）（
第
二
期
）、
10
月
31
日

（
月
）（
第
三
期
）、
平
成
29
年
1
月
31

日
（
火
）（
第
四
期
）

※
給
与
か
ら
の
引
き
落
と
し
（
特
別

徴
収
）
分
は
、
会
社
等
（
特
別
徴
収

義
務
者
）
を
通
じ
て
別
途
通
知
さ
れ

ま
す
。

年
金
か
ら
の
引
き
落
と
し

（
特
別
徴
収
）

﹇
対
象
と
な
る
方
﹈

平
成
27
年
中
に
公
的
年
金
等
の
支

払
い
を
受
け
た
方
の
う
ち
、
平
成
28

年
4
月
1
日
に
老
齢
基
礎
年
金
等
を

受
給
し
て
い
る
65
歳
以
上
の
方
で
、

介
護
保
険
料
が
特
別
徴
収
さ
れ
て
い

る
方

※
次
の
方
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

○
老
齢
基
礎
年
金
等
の
年
額
が
18
万

円
未
満
の
方

○
老
齢
基
礎
年
金
等
か
ら
所
得
税
額
、

介
護
保
険
料
、
国
民
健
康
保
険
料

お
よ
び
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

を
控
除
し
た
額
が
住
民
税
額
に
満

た
な
い
方

﹇
対
象
と
な
る
税
額
﹈

公
的
年
金
等
の
所
得
に
か
か
る
住

民
税
額
（
所
得
割
額
と
均
等
割
額
）

﹇
徴
収
方
法
﹈左
表
の
と
お
り
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課
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公的年金からの住民税の徴収方法
新たに対象となる方

10月・12月・平成29年2月
各月、年税額の1/6
年金からの引き落とし（特別
徴収）

昨年度から引き続き対象の方
10月・12月・平成29年2月

各月、年税額から仮徴収した額を
控除した額の1/3（本徴収）

年金からの引き落とし（特別徴収）

6月（第1期）・8月（第2期）
各月、年税額の1/4
納付書や口座振替による（普
通徴収）

4月・6月・8月
各月、今年2月と同額（仮
徴収）

徴収月
徴収額

方 法

徴収月

徴収額

方 法


